
福岡ＹＭＣＡ日本語学校 ２０１２年度秋期生募集要項 

（特定） 

〔〔〔〔就学期間就学期間就学期間就学期間〕〕〕〕    ４月入学：１年間、２年間  １０月入学：１年６ヶ月 

〔〔〔〔    学学学学        期期期期    〕〕〕〕  春期：４月～９月      秋期：１０月～３月   

〔〔〔〔授業曜日授業曜日授業曜日授業曜日・・・・時間時間時間時間〕〕〕〕    月～金曜日（週５日）      ９：００～１２：５０（１時限50分） 

                          または１３：２０～１７：１０（１時限50分） 

〔〔〔〔出願受付期間出願受付期間出願受付期間出願受付期間〕〕〕〕     ２０１２年２月１日（水）～２０１２年４月２０日（金） 

※募集定員に達した場合、受付をお断りすることがありますのでご了承ください。 

〔〔〔〔出願資格出願資格出願資格出願資格〕〕〕〕    

   ① 外国において１２年間の学校教育の課程を修了された方 

   ② 出願時に日本語教育機関で１５０時間以上の日本語学習歴があり、日本語能力試験４級（Ｎ５）

以上のレベルである方 

   ③ 福岡近郊に在住の身元保証人（本校に対する保証人）がいる方 

〔〔〔〔    査査査査        証証証証    〕〕〕〕  留学ビザ 

〔〔〔〔    学学学学        費費費費    〕〕〕〕 （税込) 

 １１１１年年年年コースコースコースコース    １１１１年年年年６６６６ヶヶヶヶ月月月月コースコースコースコース    ２２２２年年年年コースコースコースコース    

出願料出願料出願料出願料 * * * *      ２０，０００円 

入学金入学金入学金入学金      ８０，０００円 

授業料授業料授業料授業料    ６００，０００円   ９００，０００円   １，２００，０００円   

施設施設施設施設・・・・教材費教材費教材費教材費    ７０，０００円   １０５，０００円   １４０，０００円   

合合合合    計計計計    ７７０，０００円   １，１０５，０００円   １，４４０，０００円   

滞在費の目安 １，５００，０００円   ２，３００，０００円   ３，０００，０００円   

     ＊ 出願料は出願書類提出時にお支払いください。 

 

 

福岡福岡福岡福岡ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ日本語日本語日本語日本語学校学校学校学校    
〒８１０－０００１ 福岡市中央区天神３－４－７ 天神旭ビル２Ｆ 

ＴＥＬ:（８１）９２－７８１－７４１０  
ＦＡＸ:（８１）９２－７１２－４２２３ 

E-Mail: f-nihongo@fukuokaymca.org 
URL: http://www.fukuoka-ymca.or.jp/japanese/tenjin 



出願から入学まで                        
 

 出願書類を準備  

   ↓   

 
 ※提出期限…春期入学 １０月２０日 
       秋期入学  ４月２０日 

 

 出願書類と出願料（20,000円）を 
福岡ＹＭＣＡへ提出 
※出願書類に不備がある場合は、受付が 
できませんのでご了承ください。 

※締切り前でも募集定員に達した場合は、 

受付を終了しますのでご了承ください。 

      

↓   学内審査（書類審査＆現地面接） 

 入学許可書の発行  

   ↓ 

 福岡入国管理局（法務省）へ申請 《春期入学…１２月中旬頃／秋期入学…６月中旬頃》 

   ↓ 

  在留資格認定証明書の交付結果判明 《春期入学…２月下旬／秋期入学…８月下旬》 

      入国管理局→福岡ＹＭＣＡ→（海外紹介機関もしくは身元保証人）→出願者 

      ☆入学金及び学費の納入確認後、在留資格認定証明書を送付します。 

有効旅券及び在留資格認定証明書を在外 
日本公館に提出し、査証を申請 

 

   ↓   ビザ発給  

来日・来校し、入学手続きを行う 
（クラス分けテストなど） 

 

 

◆面接審査について (中国からの申請の場合) 
申請者の日本での就学意志・能力を確認する為に、必ず福岡ＹＭＣＡ日本語学校主催の現地面接審査を 

受けて下さい。春期入学の場合は１０月下旬頃、秋期入学の場合は４月下旬頃、現地面接を行ないます。 

◆学費の返金について 

学内審査に入学不許可となった場合、及び入国管理局の審査により不許可となった場合は、出願料を除

く学費を返金いたします。また、領事館等でのビザ申請時に不交付となった場合、及び来日以前に入学を

辞退した場合は、出願料及び入学金を除く学費を返金いたします。 

◆身元保証人について 
１９９７年４月より法務省に対する身元保証人制度は廃止となりましたが、福岡ＹＭＣＡ日本語学校に

対しては原則として身元保証人が必要となります。つきましては、身元保証人の書類を学校宛てに提出し

ていただきますので、別紙をご参照の上、必要書類をご準備くださいますようお願い致します。 

◆アルバイトについて 
    当校では、入国から３ヶ月以内はアルバイトをすることを禁止しています。３ヶ月以後、学校の許可を

得て、入国管理局で資格外活動許可証明書を取得すれば、週２８時間以内でアルバイトをすることができ

ます。ただし、アルバイトはあくまで滞在費を補助するものですので、入国時に十分な資金を準備してく

ださい。 


